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(57)【要約】
【課題】移動局ＵＥが、無線基地局ＨｅＮＢ間でハンド
オーバを行う際の交換局ＭＭＥの処理負荷を軽減する。
【解決手段】本発明に係る移動通信方法は、移動局ＵＥ
が、無線基地局ｅＮＢに対して、無線基地局ＨｅＮＢ配
下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」及び位置登録エリア情
報「ＴＡＩ」を含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐ
ｏｒｔ」を送信する工程と、無線基地局ｅＮＢが、位置
登録エリア情報「ＴＡＩ」に対応するゲートウェイ装置
ＨｅＮＢ-ＧＷのＩＰアドレス宛てに、無線基地局Ｈｅ
ＮＢ配下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」を含む「（Ｘ２
）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と、ゲートウ
ェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷが、無線基地局ＨｅＮＢ配下の
セルの識別情報「ＥＣＧＩ」に対応するＩＰアドレス宛
てに、「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を転送する工
程とを有することを要旨とする。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が、第１無線基地局配下のセルから、ゲートウェイ装置に収容されている第２無
線基地局配下のセルにハンドオーバする移動通信方法であって、
　前記移動局が、前記第１無線基地局に対して、前記第２無線基地局配下のセルの識別情
報及び位置登録エリア情報を含む測定報告を送信する工程と、
　前記第１無線基地局が、前記位置登録エリア情報に対応する前記ゲートウェイ装置のＩ
Ｐアドレス宛てに、前記第２無線基地局配下のセルの識別情報を含むハンドオーバメッセ
ージを送信する工程と、
　前記ゲートウェイ装置が、前記第２無線基地局配下のセルの識別情報に対応するＩＰア
ドレス宛てに、前記ハンドオーバメッセージを転送する工程とを有することを特徴とする
移動通信方法。
【請求項２】
　移動局が、第１無線基地局配下のセルから、ゲートウェイ装置に収容されている第２無
線基地局配下のセルにハンドオーバする移動通信方法であって、
　前記移動局が、前記第１無線基地局に対して、前記第２無線基地局配下のセルの識別情
報を含む測定報告を送信する工程と、
　前記第１無線基地局が、前記第２無線基地局配下のセルの識別情報のサブネット情報に
対応する前記ゲートウェイ装置のＩＰアドレス宛てに、該第２無線基地局配下のセルの識
別情報を含むハンドオーバメッセージを送信する工程と、
　前記ゲートウェイ装置が、前記第２無線基地局配下のセルの識別情報に対応するＩＰア
ドレス宛てに、前記ハンドオーバメッセージを転送する工程とを有することを特徴とする
移動通信方法。
【請求項３】
　移動局が、第１無線基地局配下のセルから、ゲートウェイ装置に収容されている第２無
線基地局配下のセルにハンドオーバすることができる移動通信システムにおいて、該第１
無線基地局として動作可能な無線基地局であって、
　位置登録エリア情報と前記ゲートウェイ装置のＩＰアドレスとを対応付けて管理するよ
うに構成されている管理部と、
　前記移動局から、前記第２無線基地局配下のセルの識別情報及び位置登録エリア情報を
含む測定報告を受信した場合に、該位置登録エリア情報に対応する前記ゲートウェイ装置
のＩＰアドレス宛てに、該第２無線基地局配下のセルの識別情報を含むハンドオーバメッ
セージを送信するように構成されている送信部とを具備することを特徴とする無線基地局
。
【請求項４】
　移動局が、第１無線基地局配下のセルから、ゲートウェイ装置に収容されている第２無
線基地局配下のセルにハンドオーバすることができる移動通信システムにおいて、該第１
無線基地局として動作可能な無線基地局であって、
　サブネット情報と前記ゲートウェイ装置のＩＰアドレスとを対応付けて管理するように
構成されている管理部と、
　前記移動局から、前記第２無線基地局配下のセルの識別情報を含む測定報告を受信した
場合に、該第２無線基地局配下のセルの識別情報のサブネット情報に対応する前記ゲート
ウェイ装置のＩＰアドレス宛てに、該第２無線基地局配下のセルの識別情報を含むハンド
オーバメッセージを送信するように構成されている送信部とを具備することを特徴とする
無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法及び無線基地局に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　Ｅ-ＵＴＲＡＮ方式の移動通信システムでは、多くの無線基地局ＨｅＮＢ（Ｈｏｍｅ　
ｅＮＢ）をネットワークに収容できるようにするために、交換局ＭＭＥと無線基地局Ｈｅ
ＮＢとの間に、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷ（ＨｅＮＢ　Ｇａｔｅｗａｙ）を設ける
ことができるように構成されている。
【０００３】
　交換局ＭＭＥとゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷとの間、及び、ゲートウェイ装置Ｈｅ
ＮＢ-ＧＷと無線基地局ＨｅＮＢとの間には、Ｓ１インターフェイス、具体的には、Ｓ１
　Ｃ-ｐｌａｎｅ（Ｓ１-Ｃ）及びＳ１　Ｕ-ｐｌａｎｅ（Ｓ１-Ｕ）が規定されている。
【０００４】
　ここで、移動局ＵＥに個別のＳ１　Ｃ-ｐｌａｎｅシグナリング（Ｓ１-ＡＰメッセージ
）は、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷで終端されることなく中継されるように構成され
ている。
【０００５】
　また、移動局ＵＥに個別ではないＳ１　Ｃ-ｐｌａｎｅシグナリングは、ゲートウェイ
装置ＨｅＮＢ-ＧＷで終端されるように構成されている。
【０００６】
　なお、Ｓ１　Ｕ-ｐｌａｎｅデータは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷで中継されるよ
うに構成されていてもよいし、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷで終端されるように構成
されていてもよい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００（Ｖ９.０.０）、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ-ＵＴＲＡ）
　ａｎｄ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ-ＵＴＲＡＮ）　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌｓ」、２００９年６月
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＲ３.０２０（Ｖ０.９.０）、「Ｈｏｍｅ　（ｅ）Ｎｏｄ
ｅ　Ｂ；　Ｎｅｔｗｏｒｋ　ａｓｐｅｃｔｓ」、２００８年９月
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.４２３（Ｖ８.６.０）、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
（Ｅ-ＵＴＲＡＮ）；Ｘ２　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　（Ｘ２ＡＰ）
」、２００９年６月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来のＥ-ＵＴＲＡＮ方式の移動通信システムでは、移動局ＵＥに個別
のＳ１　Ｃ-ｐｌａｎｅシグナリングは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷで終端されるこ
となく中継されるように構成されており、ハンドオーバメッセージは、移動局ＵＥに個別
のＳ１　Ｃ-ｐｌａｎｅシグナリングであるため、移動局ＵＥが、ゲートウェイ装置Ｈｅ
ＮＢ-ＧＷに収容されている無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルへハンドオーバを行う度に、
交換局ＭＭＥが、所定の処理を行う必要があり、交換局ＭＭＥの処理負荷が増大してしま
うという問題点があった。
【０００９】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、移動局ＵＥが、ゲートウ
ェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収容されている無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルへハンドオーバ
を行う際の交換局ＭＭＥの処理負荷を軽減することができる移動通信方法及び無線基地局
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明の第１の特徴は、移動局が、第１無線基地局配下のセルから、ゲートウェイ装置
に収容されている第２無線基地局配下のセルにハンドオーバする移動通信方法であって、
前記移動局が、前記第１無線基地局に対して、前記第２無線基地局配下のセルの識別情報
及び位置登録エリア情報を含む測定報告を送信する工程と、前記第１無線基地局が、前記
位置登録エリア情報に対応する前記ゲートウェイ装置のＩＰアドレス宛てに、前記第２無
線基地局配下のセルの識別情報を含むハンドオーバメッセージを送信する工程と、前記ゲ
ートウェイ装置が、前記第２無線基地局配下のセルの識別情報に対応するＩＰアドレス宛
てに、前記ハンドオーバメッセージを転送する工程とを有することを要旨とする。
【００１１】
　本発明の第２の特徴は、移動局が、第１無線基地局配下のセルから、ゲートウェイ装置
に収容されている第２無線基地局配下のセルにハンドオーバする移動通信方法であって、
前記移動局が、前記第１無線基地局に対して、前記第２無線基地局配下のセルの識別情報
を含む測定報告を送信する工程と、前記第１無線基地局が、前記第２無線基地局配下のセ
ルの識別情報のサブネット情報に対応する前記ゲートウェイ装置のＩＰアドレス宛てに、
該第２無線基地局配下のセルの識別情報を含むハンドオーバメッセージを送信する工程と
、前記ゲートウェイ装置が、前記第２無線基地局配下のセルの識別情報に対応するＩＰア
ドレス宛てに、前記ハンドオーバメッセージを転送する工程とを有することを要旨とする
。
【００１２】
　本発明の第３の特徴は、移動局が、第１無線基地局配下のセルから、ゲートウェイ装置
に収容されている第２無線基地局配下のセルにハンドオーバすることができる移動通信シ
ステムにおいて、該第１無線基地局として動作可能な無線基地局であって、位置登録エリ
ア情報と前記ゲートウェイ装置のＩＰアドレスとを対応付けて管理するように構成されて
いる管理部と、前記移動局から、前記第２無線基地局配下のセルの識別情報及び位置登録
エリア情報を含む測定報告を受信した場合に、該位置登録エリア情報に対応する前記ゲー
トウェイ装置のＩＰアドレス宛てに、該第２無線基地局配下のセルの識別情報を含むハン
ドオーバメッセージを送信するように構成されている送信部とを具備することを要旨とす
る。
【００１３】
　本発明の第４の特徴は、移動局が、第１無線基地局配下のセルから、ゲートウェイ装置
に収容されている第２無線基地局配下のセルにハンドオーバすることができる移動通信シ
ステムにおいて、該第１無線基地局として動作可能な無線基地局であって、サブネット情
報と前記ゲートウェイ装置のＩＰアドレスとを対応付けて管理するように構成されている
管理部と、前記移動局から、前記第２無線基地局配下のセルの識別情報を含む測定報告を
受信した場合に、該第２無線基地局配下のセルの識別情報のサブネット情報に対応する前
記ゲートウェイ装置のＩＰアドレス宛てに、該第２無線基地局配下のセルの識別情報を含
むハンドオーバメッセージを送信するように構成されている送信部とを具備することを要
旨とする。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように、本発明によれば、移動局ＵＥが、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-Ｇ
Ｗに収容されている無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルへハンドオーバを行う際の交換局ＭＭ
Ｅの処理負荷を軽減することができる移動通信方法及び無線基地局を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムのプロトコルスタック図である
。
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【図３】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局で管理されているＮＲＴの一例を示す
図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るゲートウェイ装置の機能ブロック図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係るゲートウェイ装置で管理されているＮＲＴの一例
を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図８】本発明の変更例１に係る無線基地局で管理されているＮＲＴの一例を示す図であ
る。
【図９】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図６を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。
【００１７】
　本実施形態に係る移動通信システムは、Ｅ-ＵＴＲＡＮ方式の移動通信システムであっ
て、図１に示すように、交換局ＭＭＥと、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷと、無線基地
局ｅＮＢと、無線基地局ＨｅＮＢとを具備している。
【００１８】
　また、本実施形態に係る移動通信システムでは、交換局ＭＭＥと無線基地局ｅＮＢとの
間、交換局ＭＭＥとゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷとの間、及び、ゲートウェイ装置Ｈ
ｅＮＢ-ＧＷと無線基地局ＨｅＮＢとの間には、Ｓ１インターフェイスが規定されている
。
【００１９】
　また、本実施形態に係る移動通信システムでは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷと無
線基地局ｅＮＢとの間、及び、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷと無線基地局ＨｅＮＢと
の間には、Ｘ２インターフェイスが規定されている。
【００２０】
　具体的には、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷと無線基地局ｅＮＢとの間、及び、ゲー
トウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷと無線基地局ＨｅＮＢとの間には、図２（ａ）に示すように
、Ｘ２　Ｃ-ｐｌａｎｅ（Ｘ２-Ｃ）が規定されていると共に、図２（ｂ）に示すように、
Ｘ２　Ｕ-ｐｌａｎｅ（Ｘ２-Ｕ）が規定されている。
【００２１】
　ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷと無線基地局ｅＮＢとの間、及び、ゲートウェイ装置
ＨｅＮＢ-ＧＷと無線基地局ＨｅＮＢとの間に規定されているプロトコルスタックは、図
２（ａ）及び図２（ｂ）に示す通りである。
【００２２】
　図３に示すように、無線基地局ｅＮＢは、Ｘ２ハンドオーバメッセージ受信部１１と、
ＮＲＴ（Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）管理部１２と、Ｘ２ハンド
オーバメッセージ送信部１３とを具備している。なお、無線基地局ＨｅＮＢの構成も、無
線基地局ｅＮＢの構成と基本的に同一であるため、本明細書では、代表して無線基地局ｅ
ＮＢの構成として説明する。
【００２３】
　Ｘ２ハンドオーバメッセージ受信部１１は、移動局ＵＥから、Ｘ２ハンドオーバメッセ
ージ、例えば、「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ（測定報告）」を受信するよう
に構成されている。
【００２４】
　ＮＲＴ管理部１２は、ＮＲＴを管理するように構成されている。例えば、図４に示すよ
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うに、隣接セルについての「ＰＣＩ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ）」や「ＥＣＧ
Ｉ（Ｅ-ＵＴＲＡＮ　Ｃｅｌｌ　Ｇｌｏｂａｌ　ＩＤ）」や「ＴＡＩ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ
　Ａｒｅａ　ＩＤ）」や「ＩＰアドレス」等を対応付けるＮＲＴを管理するように構成さ
れている。
【００２５】
　ここで、ＮＲＴ管理部１２が、ＮＲＴにおいて、近隣の無線基地局ＨｅＮＢ配下のセル
についての情報を全て管理し、無線基地局ｅＮＢが、近隣の全ての無線基地局ＨｅＮＢと
の間でＸ２インターフェイスを確立するのは、無線基地局ｅＮＢの装置能力（例えば、Ｓ
ＣＴＰの最大セッション数）等の制約により困難である場合がある。
【００２６】
　また、無線基地局ＨｅＮＢは、頻繁に起動及び停止することがあり、その度に、ＮＲＴ
管理部１２が、ＮＲＴを更新するのは、効率的ではない。
【００２７】
　したがって、ＮＲＴ管理部１２は、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルについて全て管理す
る代わりに、同一のゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収容されている無線基地局ＨｅＮ
Ｂに対して、共通のＩＤとして位置登録エリア情報「ＴＡＩ」を付与し、ＮＲＴにおいて
、図４における「Ｎｏ.３」に示すように、かかる位置登録エリア情報「ＴＡＩ」とゲー
トウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷのＩＰアドレスと対応付けるように構成されている。
【００２８】
　Ｘ２ハンドオーバメッセージ送信部１３は、移動局ＵＥから、無線基地局ＨｅＮＢ配下
のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」及び位置登録エリア情報「ＴＡＩ」を含む測定報告「Ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信した場合に、ＮＲＴ管理部１２によって管理
されているＮＲＴを参照して、かかる位置登録エリア情報「ＴＡＩ」に対応するゲートウ
ェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷのＩＰアドレス宛てに、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの識別情
報「ＥＣＧＩ」を含むハンドオーバメッセージ「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信
するように構成されている。
【００２９】
　図４に示すように、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、Ｘ２ハンドオーバメッセージ
受信部２１と、ＮＲＴ管理部２２と、Ｘ２ハンドオーバメッセージ送信部２３とを具備し
ている。
【００３０】
　Ｘ２ハンドオーバメッセージ受信部２１は、ハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢ/Ｈｅ
ＮＢから、Ｘ２ハンドオーバメッセージ、例えば、「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を
受信するように構成されている。
【００３１】
　ＮＲＴ管理部２２は、ＮＲＴを管理するように構成されている。例えば、図６に示すよ
うに、隣接セルについての「ＰＣＩ」や「ＥＣＧＩ」や「ＴＡＩ」や「ＩＰアドレス」等
を対応付けるＮＲＴを管理するように構成されている。
【００３２】
　ここで、ＮＲＴ管理部２２は、ＮＲＴにおいて、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収
容されている無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルについての情報も管理するように構成されて
いる。
【００３３】
　Ｘ２ハンドオーバメッセージ送信部２３は、無線基地局ｅＮＢから、無線基地局ＨｅＮ
Ｂ配下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」を含むハンドオーバメッセージ「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」を受信した場合に、ＮＲＴ管理部２２によって管理されているＮＲＴを参
照して、かかる無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」に対応するＩＰア
ドレス宛てに、かかるハンドオーバメッセージ「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を転送
するように構成されている。
【００３４】
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（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図７を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局Ｕ
Ｅが、無線基地局ｅＮＢ配下のセルから、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収容されて
いる無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルにハンドオーバする際の動作について説明する。
【００３５】
　図７に示すように、ステップＳ１００１において、移動局ＵＥは、無線基地局宛てに、
「ＥＣＧＩ＝１１０１０００１」及び「ＴＡＩ＝１１００」を含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を送信する。
【００３６】
　ここで、「ＥＣＧＩ＝１１０１０００１」は、無線基地局ＨｅＮＢの「ＥＣＧＩ」であ
り、「ＴＡＩ＝１１００」は、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収容されている無線基
地局ＨｅＮＢに対して付与された「ＴＡＩ」である。
【００３７】
　ステップＳ１００２において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配
下のセルから無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルへのＸ２ハンドオーバを行うことを決定する
と、図４に示すＮＲＴを参照して、「ＴＡＩ＝１１００」に対応するゲートウェイ装置Ｈ
ｅＮＢ-ＧＷのＩＰアドレス「ｉ.ｊ.ｋ.ｌ」を抽出し、かかるＩＰアドレス「ｉ.ｊ.ｋ.
ｌ」宛てに、「ＥＣＧＩ＝１１０１０００１」及び「Ｏｌｄ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　
ＩＤ＝ｅＮＢ（ＵＥ）」を含む「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００３８】
　ここで、「Ｏｌｄ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ｅＮＢ（ＵＥ）」は、ハンドオー
バ元の無線基地局（本実施形態では、無線基地局ｅＮＢ）で移動局ＵＥをＸ２インターフ
ェイス上で識別するためのＩＤである。
【００３９】
　ステップＳ１００３において、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、図６に示すＮＲＴ
を参照して、「ＥＣＧＩ＝１１０１０００１」に対応する無線基地局ＨｅＮＢのＩＰアド
レス「ｍ.ｎ.ｏ.ｐ」を抽出し、かかるＩＰアドレス「ｍ.ｎ.ｏ.ｐ」宛てに、「ＥＣＧＩ
＝１１０１０００１」及び「Ｏｌｄ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ｅＮＢ（ＵＥ）」
を含む「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を転送する。
【００４０】
　ここで、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、「Ｏｌｄ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　Ｉ
Ｄ＝ｅＮＢ（ＵＥ）」と無線基地局ｅＮＢのＩＰアドレス「ａａ.ｂｂ.ｃｃ.ｄｄ」とを
対応付けて記憶しておく。
【００４１】
　ステップＳ１００４において、無線基地局ＨｅＮＢは、ステップＳ１００３において受
信した「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」の送信元ＩＰアドレス「ｉ.ｊ.ｋ.ｌ」宛てに
、「Ｏｌｄ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ｅＮＢ（ＵＥ）」及び「Ｎｅｗ　ｅＮＢ　
ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ＨｅＮＢ（ＵＥ）」を含む「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａ
ＣＫ」を送信する。
【００４２】
　ステップＳ１００５において、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、ステップＳ１００
４において受信した「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ」に含まれる「Ｏｌｄ　ｅ
ＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ｅＮＢ（ＵＥ）」に対応する無線基地局ｅＮＢのＩＰアド
レス「ａａ.ｂｂ.ｃｃ.ｄｄ」宛てに、「Ｏｌｄ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ｅＮ
Ｂ（ＵＥ）」及び「Ｎｅｗ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ＨｅＮＢ（ＵＥ）」を含む
「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ」を送信する。
【００４３】
　ここで、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、「Ｎｅｗ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　Ｉ
Ｄ＝ＨｅＮＢ（ＵＥ）」と無線基地局ＨｅＮＢのＩＰアドレス「ｍ.ｎ.ｏ.ｐ」とを対応
付けて記憶しておく。
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【００４４】
　ステップＳ１００６において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、「ＲＲＣ　
Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００４５】
　ステップＳ１００７において、移動局ＵＥは、ハンドオーバ元のセル（無線基地局ｅＮ
Ｂ配下のセル）からデタッチし、ハンドオーバ先のセル（無線基地局ＨｅＮＢ配下のセル
）に同期する。
【００４６】
　ステップＳ１００８において、無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ１００５において受信
した「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ」の送信元ＩＰアドレス「ｉ.ｊ.ｋ.ｌ」
宛てに、「Ｏｌｄ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ｅＮＢ（ＵＥ）」及び「Ｎｅｗ　ｅ
ＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ＨｅＮＢ（ＵＥ）」を含む「（Ｘ２）ＳＮ　Ｓｔａｔｕｓ
　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」を送信する。
【００４７】
　ステップＳ１００９において、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、ステップＳ１００
８において受信した「（Ｘ２）ＳＮ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」に含まれている
「Ｎｅｗ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ＨｅＮＢ（ＵＥ）」に対応するＩＰアドレス
「ｍ.ｎ.ｏ.ｐ」宛てに、「Ｏｌｄ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ｅＮＢ（ＵＥ）」
及び「Ｎｅｗ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ＨｅＮＢ（ＵＥ）」を含む「（Ｘ２）Ｓ
Ｎ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」を送信する。
【００４８】
　ステップＳ１０１０において、移動局ＵＥは、無線基地局ＨｅＮＢに対して、移動局Ｕ
Ｅに固有に割り当てた「Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ＣＨａｎｎｅｌ　Ｐｒｅａｍｂｌ
ｅ　（ＲＡＣＨ　Ｐｒｅａｍｂｌｅ）」を送信し、ステップＳ１０１１において、無線基
地局ＨｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、「ＵＬ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ＋Ｔｉｍｉｎｇ　
Ａｄｖａｎｃｅ　ｆｏｒ　ＵＥ」を送信し、ステップＳ１０１２において、無線基地局Ｈ
ｅＮＢに対して、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　
Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００４９】
　ステップＳ１０１３において、無線基地局ＨｅＮＢは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-Ｇ
Ｗを介して、交換局ＭＭＥに対して、「（Ｓ１）Ｐａｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」を送信し、交換局ＭＭＥは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷを介して、無線基地局
ＨｅＮＢに対して、「（Ｓ１）Ｐａｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ」を送
信する。
【００５０】
　ステップＳ１０１５において、無線基地局ＨｅＮＢは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-Ｇ
Ｗに対して、「（Ｘ２）ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｒｅｌｅａｓｅ」を送信し、ステップＳ
１０１６において、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、無線基地局ｅＮＢに対して、「
（Ｘ２）ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｒｅｌｅａｓｅ」を送信する。
【００５１】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、Ｘ２インターフェイスを用
いて、移動局ＵＥの無線基地局ＨｅＮＢ間のハンドオーバについての処理を行うため、交
換局ＭＭＥの処理負荷を軽減することができる。
【００５２】
（変更例１）
　図８及び図９を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムについて説明する
。以下、本変更例１に係る移動通信システムについて、上述の第１の実施形態に係る移動
通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００５３】
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　本変更例１に係る移動通信システムでは、図８に示すように、無線基地局ｅＮＢのＮＲ
Ｔ管理部１２は、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルについて全て管理する代わりに、同一の
ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収容されている無線基地局ＨｅＮＢに対して、共通の
ＩＤとしてサブネット情報（例えば、１１０１::/４、「１１０１」は、同一ゲートウェ
イ装置ＨｅＮＢに収容されている無線基地局ＨｅＮＢに共通のサブネット識別子を示し、
「/４」は、サブネット識別子の長さ（本例の場合４ビット）を示す）を付与し、ＮＲＴ
において、図８における「Ｎｏ.３」に示すように、かかるサブネット情報とゲートウェ
イ装置ＨｅＮＢ-ＧＷのＩＰアドレスと対応付けるように構成されている。
【００５４】
　また、無線基地局ｅＮＢのＸ２ハンドオーバメッセージ送信部１３は、移動局ＵＥから
、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」を含む測定報告「Ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信した場合に、ＮＲＴ管理部１２によって管理されてい
るＮＲＴを参照して、かかる無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」のサ
ブネット情報に対応するゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷのＩＰアドレス宛てに、無線基
地局ＨｅＮＢ配下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」を含むハンドオーバメッセージ「（Ｘ２
）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されている。
【００５５】
　図９を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局Ｕ
Ｅが、無線基地局ｅＮＢ配下のセルから、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収容されて
いる無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルにハンドオーバする際の動作について説明する。
【００５６】
　図９に示すように、ステップＳ２００１において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ宛
てに、「ＥＣＧＩ＝１１０１０００１」を含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ
」を送信する。
【００５７】
　ここで、「ＥＣＧＩ＝１１０１０００１」は、無線基地局ＨｅＮＢの「ＥＣＧＩ」であ
る。
【００５８】
　ステップＳ２００２において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配
下のセルから無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルへのＸ２ハンドオーバを行うことを決定する
と、図８に示すＮＲＴを参照して、「ＥＣＧＩ＝１１０１０００１」のサブネット情報「
１１０１」に対応するゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷのＩＰアドレス「ｉ.ｊ.ｋ.ｌ」を
抽出し、かかるＩＰアドレス「ｉ.ｊ.ｋ.ｌ」宛てに、「ＥＣＧＩ＝１１０１０００１」
及び「Ｏｌｄ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ｅＮＢ（ＵＥ）」を含む「（Ｘ２）ＨＯ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００５９】
　ステップＳ２００３において、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、図６に示すＮＲＴ
を参照して、「ＥＣＧＩ＝１１０１０００１」に対応する無線基地局ＨｅＮＢのＩＰアド
レス「ｍ.ｎ.ｏ.ｐ」を抽出し、かかるＩＰアドレス「ｍ.ｎ.ｏ.ｐ」宛てに、「ＥＣＧＩ
＝１１０１０００１」及び「Ｏｌｄ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　ＩＤ＝ｅＮＢ（ＵＥ）」
を含む「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を転送する。
【００６０】
　ここで、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、「Ｏｌｄ　ｅＮＢ　ＵＥ　Ｘ２ＡＰ　Ｉ
Ｄ＝ｅＮＢ（ＵＥ）」と無線基地局ｅＮＢのＩＰアドレス「ａａ.ｂｂ.ｃｃ.ｄｄ」とを
対応付けて記憶しておく。
【００６１】
　以下、ステップＳ２００４乃至Ｓ２０１６の動作は、図７に示すステップＳ１００４乃
至Ｓ１０１６の動作と同一である。
【００６２】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
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【００６３】
　本実施形態の第１の特徴は、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ（第１無線基地局）配下
のセルから、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収容されている無線基地局ＨｅＮＢ（第
２無線基地局）配下のセルにハンドオーバする移動通信方法であって、移動局ＵＥが、無
線基地局ｅＮＢに対して、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」及び位
置登録エリア情報「ＴＡＩ」を含む測定報告「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」
を送信する工程と、無線基地局ｅＮＢが、位置登録エリア情報「ＴＡＩ」に対応するゲー
トウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷのＩＰアドレス宛てに、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの識
別情報「ＥＣＧＩ」を含むハンドオーバメッセージ「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を
送信する工程と、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷが、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの
識別情報「ＥＣＧＩ」に対応するＩＰアドレス宛てに、ハンドオーバメッセージ「（Ｘ２
）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を転送する工程とを有することを要旨とする。
【００６４】
　本実施形態の第２の特徴は、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ配下のセルから、ゲート
ウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収容されている無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルにハンドオー
バする移動通信方法であって、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢに対して、無線基地局Ｈ
ｅＮＢ配下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」を含む測定報告「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒ
ｅｐｏｒｔ」を送信する工程と、無線基地局ｅＮＢが、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの
識別情報「ＥＣＧＩ」のサブネット情報に対応するゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷのＩ
Ｐアドレス宛てに、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」を含むハンド
オーバメッセージ「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と、ゲートウェイ装
置ＨｅＮＢ-ＧＷが、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」に対応する
ＩＰアドレス宛てに、ハンドオーバメッセージ「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を転送
する工程とを有することを要旨とする。
【００６５】
　本実施形態の第３の特徴は、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ配下のセルから、ゲート
ウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収容されている無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルにハンドオー
バすることができる移動通信システムにおける無線基地局ｅＮＢであって、位置登録エリ
ア情報「ＴＡＩ」とゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷのＩＰアドレスとを対応付けて管理
するように構成されているＮＲＴ管理部１２と、移動局ＵＥから、無線基地局ＨｅＮＢ配
下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」及び位置登録エリア情報「ＴＡＩ」を含む測定報告「Ｍ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信した場合に、位置登録エリア情報「ＴＡＩ
」に対応するゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷのＩＰアドレス宛てに、無線基地局ＨｅＮ
Ｂ配下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」を含むハンドオーバメッセージ「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されているＸ２ハンドオーバメッセージ送信部送信
部１３とを具備することを要旨とする。
【００６６】
　本実施形態の第４の特徴は、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ配下のセルから、ゲート
ウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収容されている無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルにハンドオー
バすることができる移動通信システムにおける無線基地局ｅＮＢであって、サブネット情
報とゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷのＩＰアドレスとを対応付けて管理するように構成
されているＮＲＴ管理部１２と、移動局ＵＥから、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの識別
情報「ＥＣＧＩ」及び位置登録エリア情報「ＴＡＩ」を含む測定報告「Ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信した場合に、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの識別情報「
ＥＣＧＩ」のサブネット情報に対応するゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷのＩＰアドレス
宛てに、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの識別情報「ＥＣＧＩ」を含むハンドオーバメッ
セージ（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されているＸ２ハンドオー
バメッセージ送信部送信部１３とを具備することを要旨とする。
【００６７】
　なお、上述の無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢや移動局ＵＥやゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-Ｇ
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Ｗや交換局ＭＭＥの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによ
って実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせ
によって実施されてもよい。
【００６８】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００６９】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢや移動局ＵＥやゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-Ｇ
Ｗや交換局ＭＭＥ内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、
ディスクリートコンポーネントとして無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢや移動局ＵＥやゲート
ウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷや交換局ＭＭＥ内に設けられていてもよい。
【００７０】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００７１】
ｅＮＢ、ＨｅＮＢ…無線基地局
ＨｅＮＢ-ＧＷ…ゲートウェイ装置
１１、１２…Ｘ２ハンドオーバメッセージ受信部
１２、２２…ＮＲＴ管理部
１３、２３…Ｘ２ハンドオーバメッセージ送信部
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